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を跨いだ周遊あるいは複数市町にわたる周遊については、これから検討する段階である。 

・ 令和３年（2021）11月 30日に愛知県小牧市・長久手市・日進市・春日井市・犬山市の５市に

より「小牧・長久手の戦い同盟」を締結した（現在の加盟市町は、愛知県小牧市・長久手市・

日進市・春日井市・犬山市・尾張旭市・瀬戸市・東郷町・江南市、岐阜県可児市の 10市町）。

小牧・長久手の戦いにゆかりのある自治体同士で連携強化を図り、戦いの知見を深め、情報

共有・情報発信などを促進するための活動を展開している。 

 

（イ）課題 

① アクセス環境 

・ 犬山城は、最寄り駅である「犬山駅」及び「犬山遊園駅」からは、いずれも徒歩約 15分とな

っているため、主要な観光ルートとなる城下町、木曽川遊歩道等と一体的に景観の向上を図

る必要がある。 

・ 自動車でのアクセス環境は整っているが、今後の社会情勢や来訪者のニーズ等に柔軟に対応

できるよう他の移動手段についても検討が必要である。 

 

② 周辺の文化財及び歴史文化・観光施設等との連携 

・ スタンプラリー等の参加しやすい企画を通じ、周辺の歴史文化施設との連携を図る必要があ

る。 

・ 市域の社会教育等関係施設における生涯学習の一環や展示施設などとの連携を通じて、来訪

者のみならず市民に対しても地域の文化的・歴史的価値の更なる周知と共有を図る必要があ

る。 

・ 犬山城へのアクセスのみならず、周辺地域に所在する犬山城に関連した歴史文化資源への周

遊も含めた一体的なルートの構築が必要である。 

・ 犬山市文化財保存活用地域計画の内容を取り入れた周遊ルートの設定を検討する必要がある。

例えば、城・木曽川・祭・鵜飼など、文化資源のテーマに即した広域ならではのストーリー

設定とそれに付随する魅力あるコンテンツの検討が必要である。 

 

③ 広域連携のための周遊観光の構築 

・ 広域にわたる周遊観光を実現するためには、市単独の取組みだけではなく、愛知県、東海、中

部など圏域の連携強化とともに、犬山の宿泊施設を拠点とした周辺観光を促進する仕組みづ

くりが必要である。 

・ 城・木曽川・祭・鵜飼など、テーマに即した広域ならではの取組みについて、関係機関等と連

携強化を図る必要がある。 
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第第５５章章  整整備備のの基基本本理理念念とと基基本本方方針針  

55--11  基基本本理理念念  

史跡犬山城跡には、天守をはじめ、特徴的な縄張りを構成する曲輪、石垣、土塁、堀、切岸、堀切、

道等、往時の姿を明らかにする要素が残っている。 

本丸に所在する木造天守は現存最古であり、国内に現存する５つの国宝天守の一つとして、文化財

的、学術的に非常に価値の高いものである。また、犬山市のシンボルであると同時に、これまで城下町

のまちづくりの核として機能してきた。 

史跡犬山城跡の価値を高めながら、その魅力とともに広く伝え、恒久的な保存を図るための整備の

理念と基本方針を以下のように設定する。 

 

 

 

 

 

●犬山城をより良い状態で後世に確実に引き継ぐ 

 

●犬山城が刻んできた歴史に思いを馳せ、その魅力や価値を身近に感じることがで

きる空間を創造する 

 

●犬山城の歴史や学術上の価値を市民、国内外の来訪者及び次世代を担う子どもた

ちにわかりやすく伝え、その歴史的変遷や発展の過程を学習し、体感できる場を

創出する 

 

●犬山城の新たな価値の発見と魅力の発信により、犬山市のシンボルとしての価値

をより一層高める 

 

●誰もが安全かつ安心して犬山城の価値や魅力を体感できるような施設環境を整える 

 

 

 

 

 

 

 

 

整整備備基基本本計計画画のの理理念念  

Administrator
テキストボックス
史跡犬山城跡整備基本計画　【抜粋】

Administrator
テキストボックス
資料7
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55--22  基基本本方方針針  

基本理念に基づき、次のとおり基本方針を定める。 

整備の対象とする時期は、原則として、近世城郭としての最終形であり、古写真、絵図、文献による

検証が可能な、幕末から廃藩置県により犬山藩が廃止されるまでとする。 

 

  ●●犬犬山山城城ををよよりり良良いい状状態態でで後後世世にに確確実実にに引引きき継継ぐぐ  

 ① 継続的な調査研究の成果に基づいた、遺構の保存、修復のための計画的整備の実施 

・ 遺構の分布及び状態を把握するための発掘調査を計画的・継続的に実施する。 

・ 発掘調査や史料調査の成果に基づき、現状を維持するための修復整備を実施する。 

・ 史跡の本質的価値を構成する石垣については、石垣カルテ等現状把握のための調査を実施し、

修理の必要性や優先性について検討し、保存に向けた整備を計画的に実施する。 

・ 来訪者動線上にある崩落等の危険性の高い石垣については優先的に修理を実施する。 

・ 将来的な遺構の保存及び公開・活用に向けた整備にあたっては、犬山城及び城主成瀬家に関す

る資料の保存・公開・収集、調査・研究、教育普及等を行っている公益財団法人犬山城白帝文庫

とのさらなる連携を図っていく。 

 

●●犬犬山山城城がが刻刻んんででききたた歴歴史史にに思思いいをを馳馳せせ、、そそのの魅魅力力やや価価値値をを身身近近にに感感じじるるここととががででききるる空空間間をを

創創造造すするる  

① 犬山城の特徴的な縄張り構造を現代によみがえらせる 

・ 城前広場付近から天守に至る大手道は、犬山城の縄張り構造を知る上で重要な要素であり、史

跡の本質的価値を構成する要素である。犬山城の特徴的な縄張り構造をよみがえらせるため、

縄張り構造を構成していた櫓、門、大手道等のうち、発掘調査の結果、史実に基づく復元あるい

は遺構平面表示が可能なものについては、本質的価値の顕在化のための整備を検討する。 

 

② 城内への出入口、正門としての大手門枡形跡の顕在化 

・ 大手門枡形という犬山城の正面入口としての役割、往時の姿を伝えるための遺構を顕在化する

整備や来訪者の案内や犬山城の体系的な解説等を行う施設の設置を視野に入れ、発掘調査に加

えて絵図や古写真、史資料等による歴史的な考察を行う。 

 

③ 城郭内の建物跡の復元検討や遺構表示など公開や展示への反映 

・ 礎石が残る七曲門等門跡をはじめ、絵図、古写真、史料等の記録が残る城郭内の建物跡等につい

ては、考古学的、歴史学的調査を実施し、まずは遺構の残存状況の把握を進める。発掘調査等の

成果により位置づけが明確になったものについては、復元や遺構表示等による顕在化を図ると

ともに、調査成果の公開や展示への反映などを行う。 
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55--22  基基本本方方針針  

基本理念に基づき、次のとおり基本方針を定める。 

整備の対象とする時期は、原則として、近世城郭としての最終形であり、古写真、絵図、文献による

検証が可能な、幕末から廃藩置県により犬山藩が廃止されるまでとする。 

 

  ●●犬犬山山城城ををよよりり良良いい状状態態でで後後世世にに確確実実にに引引きき継継ぐぐ  

 ① 継続的な調査研究の成果に基づいた、遺構の保存、修復のための計画的整備の実施 

・ 遺構の分布及び状態を把握するための発掘調査を計画的・継続的に実施する。 

・ 発掘調査や史料調査の成果に基づき、現状を維持するための修復整備を実施する。 

・ 史跡の本質的価値を構成する石垣については、石垣カルテ等現状把握のための調査を実施し、

修理の必要性や優先性について検討し、保存に向けた整備を計画的に実施する。 

・ 来訪者動線上にある崩落等の危険性の高い石垣については優先的に修理を実施する。 

・ 将来的な遺構の保存及び公開・活用に向けた整備にあたっては、犬山城及び城主成瀬家に関す

る資料の保存・公開・収集、調査・研究、教育普及等を行っている公益財団法人犬山城白帝文庫

とのさらなる連携を図っていく。 

 

●●犬犬山山城城がが刻刻んんででききたた歴歴史史にに思思いいをを馳馳せせ、、そそのの魅魅力力やや価価値値をを身身近近にに感感じじるるここととががででききるる空空間間をを

創創造造すするる  

① 犬山城の特徴的な縄張り構造を現代によみがえらせる 

・ 城前広場付近から天守に至る大手道は、犬山城の縄張り構造を知る上で重要な要素であり、史

跡の本質的価値を構成する要素である。犬山城の特徴的な縄張り構造をよみがえらせるため、

縄張り構造を構成していた櫓、門、大手道等のうち、発掘調査の結果、史実に基づく復元あるい

は遺構平面表示が可能なものについては、本質的価値の顕在化のための整備を検討する。 

 

② 城内への出入口、正門としての大手門枡形跡の顕在化 

・ 大手門枡形という犬山城の正面入口としての役割、往時の姿を伝えるための遺構を顕在化する

整備や来訪者の案内や犬山城の体系的な解説等を行う施設の設置を視野に入れ、発掘調査に加

えて絵図や古写真、史資料等による歴史的な考察を行う。 

 

③ 城郭内の建物跡の復元検討や遺構表示など公開や展示への反映 

・ 礎石が残る七曲門等門跡をはじめ、絵図、古写真、史料等の記録が残る城郭内の建物跡等につい

ては、考古学的、歴史学的調査を実施し、まずは遺構の残存状況の把握を進める。発掘調査等の

成果により位置づけが明確になったものについては、復元や遺構表示等による顕在化を図ると

ともに、調査成果の公開や展示への反映などを行う。 

 

 

第５章 整備の基本理念と基本方針 

145 

●●犬犬山山城城のの歴歴史史やや学学術術上上のの価価値値をを市市民民、、国国内内外外のの来来訪訪者者及及びび次次世世代代をを担担うう子子どどももたたちちににわわかかりりやや

すすくく伝伝ええ、、そそのの歴歴史史的的変変遷遷やや発発展展のの過過程程をを学学習習しし、、体体感感ででききるる場場をを創創出出すするる  

① 犬山城大手門枡形跡（犬山市福祉会館跡地）の整備 

・ 犬山城の価値と魅力の発信拠点として、「価値の顕在化を図る場」、「情報発信の場」、「学びの

場」、「憩いの場」、「集いの場」という５つの側面から検討する。 

・ 史跡犬山城跡へのアクセスルート上に所在する他の施設の役割についても検討し、既存の施

設との棲み分けを考慮して施設の機能を検討する。  

・ 最新の技術を活用した情報発信についても並行して検討する。 

・ 障害のある来訪者に向けた音声案内や点字、触れることのできる説明施設や映像等による解

説を充実させる。 

・ 整備内容については関係委員会で十分審議するとともに、市民等からの意見を踏まえて検討

する。 

 

② 史跡としての遺構保存と歴史的景観の創造 

・ 史跡の本質的価値を阻害する要素が存在する場合、建物の老朽化や史実に関係のない施設等

が歴史的景観や環境を損なっている場合については、それら施設がその場所にある必然性と

史跡としての遺構保存、歴史的景観の創造について検討を行ったうえで、撤去、移設、再配置

等の措置を講ずる。 

 

③ 多方向からの犬山城への眺望景観の維持と遺構保存 

・ 名勝木曽川に指定されている範囲においては、名勝としての景観保全と周辺環境から城への

眺望景観の両方を担保すべく、植生管理に努める。 

・ 石垣等の遺構の倒壊、緩み、孕み等の要因となる管理対象木への対応として、樹木調査の成

果を基に策定した植生管理方法に基づき、計画的な伐採管理及び日常管理に努める。 

 

●●犬犬山山城城のの新新たたなな価価値値のの発発見見とと魅魅力力のの発発信信にによよりり、、犬犬山山市市ののシシンンボボルルととししててのの価価値値ををよよりり一一層層高高

めめるる  

① 国宝・史跡・名勝の三位一体を意識した整備 

・ 国宝天守、地形を利用した立地と縄張りにより堅固な防御を可能にした城郭構造、城山の背

後を流れる名勝木曽川、これら３つの要素を兼ね備えているのが犬山城の特徴であり、この

３つの価値をまちづくりに活かしていく。 

 

② 城下町から城郭への連続性のある動線の整備 

・ 大手門枡形跡の公開整備を行う際には、大手門を通って城内に入るという当時の動線が感じ

られるようなルートや説明板、サイン等の案内施設の充実を図る。 
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③ 周辺施設との連携を通じた価値の継承、郷土愛の醸成 

・ 市域に所在する様々な種類の歴史文化施設、教育機関等との連携を強化し、周辺地域への回

遊性の向上も含めて、犬山城の歴史的・文化的価値の継承、郷土愛の醸成に資する企画・催事

等を検討する。 

 

④ 犬山城を核とした城下町としての一体的な活用 

・ 史跡指定地外の犬山城下でも、絵図や古記録等から犬山城の価値に関連する要素が遺存して

いる可能性のある場所においては、遺構の分布及び状態を把握するための発掘調査を実施し、

犬山城との関連性が明確になったものについては、史跡犬山城跡や城下町との一体的な活用

を検討する。 

 

●●誰誰ももがが安安全全かかつつ安安心心ししてて犬犬山山城城のの価価値値やや魅魅力力をを体体感感ででききるるよよううなな施施設設環環境境をを整整ええるる  

① 現代のニーズに対応した活用施設の整備 

・ 来訪者の快適性確保、見学の際の安全対策など、誰もが安全かつ安心して見学できる施設整

備を検討する。 

・ 天守入口のテントについては、天守の正面外観の美観を維持し、入城管理の効率化、来訪者

の快適性の観点も考慮した代替施設を整備する。 

・ 来訪者のための安全でわかりやすい動線を確保する。 

・ 来訪者の安全対策として、転落防止の柵、防災のための施設等を設置する際には、歴史的景

観に配慮し、遺構に影響を与えないように配慮する。 

・ 計画策定、施設等の設計に際しては、遺構の視認性、地下遺構の保存への影響が軽微な場所

を選定して、可能な限り段差の解消に努めるとともに、さわれる展示物の設置、説明板につ

いては音声案内や点字を導入し、板面も色覚多様性に配慮した配色とする、車イス利用者に

も読みやすい高さとするなど、バリアフリー・ユニバーサルデザインに配慮する。 




